
別記様式第１号（第７条関係） 

円 

人 

令和８年５月 18 日 

  文京区長 殿 

店舗名 文の京ストア 

店舗住所 
〒112-×××× 

文京区春日×－×－× 文京ビル１Ｆ 

代表者 

氏名・住所 

氏名 文京 一郎 

住所 
〒112-△△△△ 

文京区後楽△－△－△ 文京マンション 101 

電話番号 ０３―□□□□―×××× 担当者名 春日 弥生 

現下の経済変動に対応するための区内店舗支援事業補助金事前相談書 

  現下の経済変動に対応するための区内店舗支援事業補助金交付要綱第７条の規定により、下記のと

おり補助金の交付について事前相談します。 

記 

１ 補助対象事業に係る経費    

⑴ 消費者還元サービス 150,000 円 合計金額１５万円を限度とします。 

⑵ 原材料費等の 10分の１の額 100,000 円 
合計金額１０万円を限度とします。 

⑶ 環境配慮、合理的配慮に係る

経費等の２分の１の額 
50,000 円 合計金額５万円を限度とします。 

合  計 

（1,000円未満端数切捨て） 
300,000 円 

２ 申請事業者について 

事業者区分 

（ ✓を入れてください。） 
 中小企業者 ☐ 中小企業者以外の法人 ☐ 個人事業者 

事業者名 ※ (株)文京商事 

資本金等 ※ 5,000,000 

常時雇用する従業員の数 ※ 20 

  ※ 事業者名、資本金等、常時雇用する従業員の数は、法人の方のみ記載してください。 

３ 添付書類 

⑴ 事業計画書（別記様式第２号） 

⑵ 確定申告書の写し又は営業許可証の写しその他の営業の実態が確認できる書類 

⑶ 合理的配慮に係る経費について施工を伴う経費が発生する場合、施工前の写真、仕様書、設計

図等の写し 

４ 確認事項（補助金の申請の際に誓約していただく内容となりますので、ご確認ください。） 

⑴ 標記の補助金に係る事業の申請要件を全て満たしている必要があります。 

⑵ 他の要綱等により補助を受け、又は受ける見込みがある経費は当補助金の対象となりません。 

⑶ 申請内容に虚偽等が判明した場合は、補助金の返還を求めます。 

⑷ 文京区から検査、報告又は是正のための措置を求める場合があります。 

⑸ 領収書その他の支出を証すべき書類を保存し、文京区から提出を求められた場合は、これに

応じる必要があります。 

上記１～４について、全て確認の上、事前相談書を提出します。 

別記第２号様式「事業計画書」表面下部の「①

消費者還元サービス」の合計額もしくは 15万

円のいずれか少ない金額を記入してください。 

別記第２号様式「事業計画書」裏面下部の

「A」（原材料費等）の額もしくは 10万円の

いずれか少ない額を記入してください。 

別記第２号様式「事業計画書」裏面下

部の「D(B+C)」（環境配慮・合理的配慮

に係る経費）の額もしくは５万円のい

ずれか少ない額を記入してください。 

上記⑴⑵⑶の合計額

を記入してください 

確認の上☑してください 


